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「薬事法関係事務に係る技術的な助言について」の一部改正について

このことについて、別添写しのとおり各都道府県知事宛て通知したのでお知らせする。
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「薬事法関係事務に係る技術的な助言について」の一部改正にっいて

薬事法(昭和35年法律第145号)等に基づく事務の処理については、薬事法関係

事務に係る技術的な助言について(平成12年3月31日付け12畜A第728号農林

水産省畜産局長通知。以下「通知」という。)により、地方自治法(昭和22年法律第

67号)第245条第1号のイに基づく技術的な助言を定めているところである。

今般、地域の自主陛及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律(平成23年法律第105号)により、薬事法の一部が改正されたこと

から、通知を卿俳氏新旧対照表のとおり改正したので、御了知願い.たい。
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平成25年4月1日
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偶嚇勵

「薬事法関係事務に係る技術的な助言について』(平成12年3月31日付け12畜A第728号)の一部改正新旧対照表

記

第1~第5 (略)

第6 監視に関する事項

(略)1~3

4 立入検査に伴う収去

薬事監視員が、法第69条第4項に基づき医薬品、、医薬

部外.品又は医療機器(以下「医薬品等」とし,,。)を取り扱

う場所に立入検査を行い、医薬品又は医薬部外品を収去す

る場合には、農林水産省消費・安全局長が当該年度におい

て定める計画に基づき行うようぉ願いする。

(略)5 ・ 6

第7 ・第8 (略)

改,正案

(前文':略)

第1~第5 (略)

第6 監視に関する事項

(略)1~3

4 立入検査に伴う収去

薬事監視員が、法第69条第3項に基づき医薬品、医薬

部外品又は医療機器(以下.「医薬品等」という。)を取り扱

う場所に立入検査を行い、医薬品又は医薬部外品を収去す

る場合には、農林水産省消費・安全局長が当該年度におい

て定める計画に基づき行うようぉ願いす.る。

(略)5 ・ 6

第7 ・第8.(略)

現 1テ

(前文':略)

記


